
１月１２日㈰、市役所正面駐車場で「消防出初め式」が行われま
した。
多くの観客が見守る中、朝霞市消防団の女性団員による屋内消
火栓操法や第１分団によるポンプ車操法、朝志ヶ丘自警団による
演技のほか、消防団と朝霞消防署による救出・救助訓練が行われ
ました。災害を想定した迫力ある演技に、観客からは大きな拍手
がわき起こっていました。
また、式典後の「ふれあいひろば」では展示された消防車両に
乗った子どもを撮影する親子連れや消火体験をする子どもたちな
どで、にぎわっていました。

１月１２日㈰、中央公園陸上競技場周辺周回コースで、第
５６回県南駅伝競走大会が開催されました。
この大会は、朝霞地区体育協会連合会と朝霞地区教育委
員会連合会の主催で毎年行われているもので、県内外から
７７チームの参加がありました。参加した選手の皆さんは、
新春の陽光の中、チームみんなの汗と想いをのせたたすき
を胸に、疾走していました。

１月１８日㈯、ゆめぱれす（市民会館）で「あさか お・も・て・な・し
カフェ」が開催されました。
「あさか お・も・て・な・し カフェ」は、音楽を聴きながらお茶な
どを片手に、リラックスした形で自由に意見を述べていく「ワールド
カフェ形式」という話し合いの方法で、「朝霞のいいところ／よくな
いところ」と「こんな朝霞市にしたい！」をテーマに行われました。
参加された方からは、「いろんな世代の方と話が出来て良かった」
「今後もまちづくりに参加していきたい」などの感想がありました。
市では、今回の意見等について、平成２８年度から実施する第５次総
合振興計画の策定にいかしていきたいと考えています。

１月１９日㈰、第１７回吹奏楽・器楽フェスティバルがゆめぱ
れす（市民会館）で開催され、市内で音楽活動をしている小
学生から社会人までの団体が、日頃の練習の成果を発表しま
した。
フェスティバルの最後に中学生・高校生・社会人による合
同演奏が行われ、その迫力ある演奏は観客を魅了していまし
た。

チームの絆、たすきを胸に
～第５６回県南駅伝競走大会～

市民の安全・安心のためにー消防出初め式ー

第１分団によるポンプ車操法演技

各テーブルで、付箋に意見を書いて出し合いました

みんなで朝霞の未来を考えよう！～あさか お・も・て・な・し カフェ～

美しい音色を楽しみました～第１７回朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル～

第１区のスタート

ハープを使った演奏もありました（朝霞第一中学校）
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三原１丁目地区において「ゾーン３０」を導入しました。「ゾ
ーン３０」は、生活道路が密集する区域（ゾーン）を指定し、区
域内の車の最高速度を時速３０kmに規制する交通安全対策です。
歩行者や自転車が安心して通行できるよう、速度規制とあわせ
て、交差点を明確化する路面標示などを行いました。市内では、
昨年度の幸町２丁目に続く２地区目の導入となりました。今後
も順次導入を進めてまいります。

●市市役所 ●産産業文化センター ●保保健センター ●児家庭児童相談室（保健センター２階） ●地各地域包括支援センター ●浦埼玉県浦和合同庁舎
●税関東信越税理士会朝霞支部事務局（幸町１―３―６石川ビル２階） ●宅宅建協会県南支部 ●そそれいゆぷらざ（中央公民館内女性センター）

会場
一覧

各 種 相 談 一 覧
電話番号（０４８）
�４６３―１７３８
�４６３―２６９７

�４６３―２６９７

�４６３―２６４８

�４６３―２６４８
�４６３―１１１１（代表）
内線２２５６

�４６３―２８５１
�４６５―００２５

�４６３―２０２３

�４６３―１２６４
�４６３―２２３１

�４６３―１９０３

�４６３―１９０３

�４６３―１９０３

�４６３―１９０３

�４６３―１９０３

�４６３―２５１８

�４６８―１７１７

�４６１―４５０７

�４６３―１５９９
�４６３―１５７６・１５６２

�４６３―１９２１

�８３３―３２９６
�４６５―８６１１
�４６５―８６１１

予約・問い合わせ先
人権庶務課
それいゆぷらざ（女性センター）

それいゆぷらざ（女性センター）

地域づくり支援課

地域づくり支援課

地域づくり支援課

課税課
関東信越税理士会朝霞支部事務局

納税課

保険年金課
家庭児童相談室

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課
第２㈬●産�

�
�

�
�
�
産業振興課第４㈬●市

都市計画課
（予約は前月第３月曜日から先着順）

宅建協会県南支部

建築士事務所協会県南支部

福祉課
福祉課

長寿はつらつ課

外国人総合相談センター埼玉
健康づくり課
健康づくり課（２月２１日㈮まで）

会場
●市
●そ

●そ

●市

●市

●市

●市
●税

●市

●市
●児

●産

●産

●市

●産

●市

●宅

●市

●市
●市

●地

●浦
●保
●保

時 間
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午前９時～午後５時

※専門の相談員による相談日時
午前１０時～午後４時
午前１０時～正午、
午後１時～３時
午後１時～４時
午前１０時～正午、
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午後１時３０分～４時

午前８時３０分～正午

午後１時～６時
午前９時３０分～午後４時

午前１０時～午後７時

午後１時３０分～４時３０分

午前９時～正午、
午後１時～４時
午後１時～４時
午前１０時～正午、
午後１時～４時
午後１時３０分～４時２０分
（１組５０分）

午後１時～４時

午後２時～４時

午後１時～５時１５分
午前８時３０分～午後５時１５分

午前８時３０分～午後５時

午前９時～午後４時
午前９時～午後４時
午後１時１５分～２時４５分

日 程
毎月第１月曜日
毎週木曜日
毎週火～日曜日

毎週火・土曜日

毎週水・金曜日

毎月第２・４月曜日

毎週月～金曜日

毎月第３月曜日
毎週水曜日
毎月第１・３日曜日
（１月の第１を除く）
毎週木曜日
毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
（休所日を除く）
毎月第１木曜日
（祝日の場合は翌週）

毎週火・金曜日

毎月第３土曜日

毎月第２・４水曜日

毎月第１水曜日
（１月は第２水曜日）
毎月第２木曜日
（祝日の場合は第３木曜日）
毎月第２水曜日
（１月は第３水曜日）
毎週火・金曜日
毎週月～金曜日

毎週月～金曜日

毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
２月２６日㈬

相 談 名
人 権 相 談
女 性 総 合 相 談

Ｄ Ｖ 相 談

法 律 相 談 ●予

行 政 相 談

消 費 生 活 相 談

税 務 相 談 ●予
税務相談（税理士会）●予

休 日 納 税 相 談

年 金 相 談 ●予
家 庭 児 童 相 談
起 業 家 育 成 相 談 ●予
（１週間前までに予約）

金 融 よ ろ ず 相 談 ●予

内 職 相 談

労働・社会保険相談

就 職 支 援 相 談 ●予

分 譲 マ ン シ ョ ン
管 理 相 談 ●予

不 動 産 無 料 相 談 ●予

住 宅 建 築 相 談 ●予

精 神 保 健 福 祉 相 談
生 活 保 護 相 談
地域包括支援センター
高齢者に関する総合相談
外 国 人 生 活 相 談
栄 養 相 談 ●予
こころの健康相談●予

歩行者や自転車が安心して通行できるよう「ゾーン３０」を導入しました

ゾーン３０入口

＊●予…予約が必要です。 ＊すべて祝日を除きます。 ※日程・会場は変更になる場合があります。

各
種
相
談
一
覧

広報あさか ２０１４．２43


